
１．基本事項

川崎市石川記念武道館 評価対象年度

・事業者名　株式会社明治スポーツプラザ
・代表者名　代表取締役社長　後藤　聖治
・住所　　　　川崎市幸区堀川町５８０番地

評価者

　平成２８年４月１日～平成３３年３月３１日 所管課

２．事業実績

３．評価

分類 項目 配点 評価点

（× 0.6 ）

（× 0.6 ）

（× 0.6 ）

（× 0.6 ）

（× 0.6 ）

指定管理者制度活用事業　評価シート

施設名称 平成２９年度

事業者名 地域振興課長

指定期間 幸区役所地域振興課

利用実績（人）

収支実績（千円）

サービス向上の取組

・明るく元気で親切な職員対応が徹底されており、年齢・性別・来館頻度等に関わらず、お客様と良好なコミュニ
ケーションを築いている。
・館内を常に清潔に保ち、破損個所は速やかに修繕するなど、快適で安全な施設を維持している。
・剣道場にスポット冷風装置を設置し、熱中症対策を実施した。
・柔道着のレンタルサービスを新たに実施し、初心者が気軽に武道に親しむことができる環境を整えた。
・季節ごとに日本の伝統的なイベントを開催したほか、かるた大会や武道演武会の開催を通じて、地域に文化や武
道の魅力を紹介する取り組みを実施している。
・合気道を活用した護身術や、なぎなたによる健康セミナーを開催し、区民が武道に気軽に触れることができる機会
を創出した。

着眼点 評価段階

利
用
者
満
足
度

(1)利用者満足度
【事業報告書2(11）】

利用者満足度調査を適切に実施しているか

6
3

（評価の理由）
・利用者満足度調査は計画に基づき毎年実施している。
・利用者満足度は、冷暖房及び駐車場が無いことによる不満の声が多い。全体的な満足度は前年度比1.1％低下した。
・調査結果は①すぐに行うこと②前向きに検討すること③長中期的検討事項④実施困難なことに分け、迅速な対応や丁寧な説明に努めた。
・成果測定については指定管理者による日々のセルフモニタリングのほか、本社の巡回チェック等の体制を取り、計画の実施状況を確認してい
る。指摘事項についてはPDCAサイクルを有効に活用し、適切に改善に努めている。

3.6利用者満足度は向上しているか

調査結果の分析を行い、満足度向上のための具体的な取組に反映しているか

(2)事業成果
【事業報告書2(12）】

事業実施による成果の測定が適切に行われているか

6
3

3.6
当初の事業目的を達成することができたか

収
支
計
画
・
実
績

(3)効率的・効果的な支出
【事業報告書3(1）】

計画に基づく適正な支出が行われているか

6
3

3.6支出に見合う効果は得られているか

効率的な執行等、経費縮減の具体的な取組は為されたか

(4)収入の確保
【事業報告書2(2)・3(2）】

計画通りの収入が得られているか

6
3

3.6
収入増加のための具体的な取組が為されているか

(5)適切な金銭管理・会計
手続
【事業報告書3(3）】

収入と預かり金等を区別し、適切に管理を行っているか

4
3

2.4
事業収支に関して適正な会計処理が為されているか

（評価の理由）
・利用料金の改定及びカルッツかわさきの開館に伴い、利用者数及び貸館稼働率の激減も予測されたが、個人利用者数・稼働率ともに昨年度
を上回った結果、利用料金収入が増加し、指定管理料の削減を上回る財源を確保することができた。
・金銭管理・会計手続については二重チェック体制により、確実に実施している。



（× 0.8 ）

（× 0.6 ）

（× 0.6 ）

（× 0.6 ）

（× 0.6 ）

（× 0.6 ）

(12)適正な人員配置
【事業報告書4(1）】

(13)連絡・連携体制
【事業報告書4(2）】

(14)再委託管理
【事業報告書4(3）】

(15)担当者のスキルアップ
【事業報告書4(4）】

（× 0.6 ）

（× 0.8 ）

(17)コンプライアンス
【事業報告書4(6）】

(18)職員の労働条件・労働
環境【事業報告書4(7）】

(19)環境負荷の軽減
【事業報告書4(8）】

（× 0.6 ）

サ
ー

ビ
ス
向
上
及
び
業
務
改
善

(6)適切なサービスの提供
（施設の利用提供）
【事業報告書2(1)・(4）・(8)】

提供すべきサービスが仕様書や実施計画等に基づいて適切に提供されたか

6
4

4.8サービスの利用促進への具体的な取組が為されているか

利用者への情報提供を適時かつ十分に行っているか

(7)適切なサービスの提供
（トレーニング室を含む個
人開放事業）
【事業報告書2(5）・(6)】

提供すべきサービスが仕様書や実施計画等に基づいて適切に提供されたか

6
3

3.6サービスの利用促進への具体的な取組が為されているか

利用者への情報提供を適時かつ十分に行っているか

(8)適切なサービスの提供
（教室事業）
【事業報告書2(7)】

提供すべきサービスが仕様書や実施計画等に基づいて適切に提供されたか

6
3

3.6サービスの利用促進への具体的な取組が為されているか

利用者への情報提供を適時かつ十分に行っているか

(9)適切なサービスの提供
（地域との連携、自主事業
等）
【事業報告書2(3)・(9）・
(10)】

提供すべきサービスが仕様書や実施計画等に基づいて適切に提供されたか

6
3

3.6サービスの利用促進への具体的な取組が為されているか

利用者への情報提供を適時かつ十分に行っているか

(10)業務改善によるサービ
ス向上
【事業報告書2(13)】

実施計画と実際のサービス提供に「ずれ」が生じている場合、原因究明に必要
な取組が為されているか

8
3

4.8
業務改善が必要な場合に、現状分析、課題把握、改善策の検討と実施が行わ
れているか

業務改善の取組によって具体的な効果があらわれたか

(11)利用者の意見・要望へ
の対応
【事業報告書2(14）】

利用者ニーズの把握に努め、それを事業や管理に反映させる取組が為されて
いるか

8
3

4.8
意見・要望の収集方法は適切だったか（十分な意見・要望を集めることができた
か）

利用者からの苦情や意見に対して、迅速かつ適切に対応しているか

（評価の理由）
・開館時間の前倒し、閉館時間の延長サービスを継続して実施し、利便性の向上に努めている。
・平成29年度からふれあいネットシステムが大幅に変更になったことに伴い、団体登録の方法等で全市的な混乱が生じたが、公正かつ確実な
運用を実施した。
・武道指導員連絡協議会と連携し、個人開放事業・武道教室とも、熟練の指導者を配置して実施している。武道教室については利用者数が少
ないが、初心者が安心して武道を始められるよう配慮している。
・モニタリングや本社の巡回指導、さらに利用者からの御意見等を通じ、改善事項はレベルに応じて迅速に対応している。施設の修繕等は利用
者の怪我や不快につながらないよう、不具合が出る前に未然に対応している。
（以下、再掲）
・剣道場にスポット冷風装置を設置し、熱中症対策を実施した。
・柔道着のレンタルサービスを新たに実施し、初心者が気軽に武道に親しむことができる環境を整えた。
・季節ごとに日本の伝統的なイベントを開催したほか、かるた大会や、武道演武会の開催を通じて、地域に文化や武道の魅力を紹介する取り組
みを実施している。
・合気道を活用した護身術や、なぎなたによる健康セミナーを開催し、区民が武道に気軽に触れることができる機会を創出した。

組
織
管
理
体
制

必要な人員（人数・有資格者等）が必要な場所に適切に配置されているか

8
3

4.8

定期または随時の会議等によって所管課との連絡・連携が十分に図られている
か

再委託先との連携調整が適宜・適切に行われ、業務の履行についても適切な
監視・確認が為されているか

業務知識や安全管理、法令遵守に関する研修が定期的に行われ、スタッフのス
キルとして浸透しているか

(16)安全・安心への取組
【事業報告書4(5）・5(5)】

事件・事故、犯罪、災害から利用者を守ることができる適切な安全管理体制と
なっているか（人員配置、マニュアル、訓練等）

8
4

6.4
緊急時に警察や消防など関係機関と速やかに連携が図れるよう、連絡体制を構
築し、定期的に情報交換等を行っているか

個人情報保護、その他の法令遵守のルール（規則・マニュアル等）と管理・監督
体制が整備され、適切な運用が為されているか

4
3

2.4
スタッフが業務を適正に実施するための、適切な労働条件や労働環境が整備さ
れているか

環境に配慮した調達や業務実施が行われているか

（評価の理由）
・人員配置や緊急時の連絡体制は、計画に基づき適正に実施されている。
・職員のスキルアップのために必要な様々な研修に積極的に取り組み、明るく元気で親切な職員対応が維持されている。また、CPR（心肺蘇生
法）トレーニングを全職員が毎勤務ごとに実施しているほか、責任者に対してMFA（メディカルファーストエイド）の資格取得を義務付けていること
は、施設の特性からして非常に重要であり、率先して取り組んでいることは評価が高い。
・避難誘導訓練や救命救急訓練を定期的に行い、万一に備え各自が役割を認識している。また「災害時等の応急措置に関する計画」を策定
し、危機管理は適切に行なわれている。事故などの救急発生時においても職員間で連携が取れており迅速に行動できる体制が整っている。



(20)施設・設備の保守管理
【事業報告書5(1）】

(21)管理記録の整備・保管
【事業報告書5(2）】

(22)清掃業務
【事業報告書5(3）】

（× 0.8 ）

(23)警備業務
【事業報告書5(4）】

(24)外構・植栽管理
【事業報告書5(6）】

(25)備品管理
【事業報告書5(7）】

（× 0.8 ）

４．その他加点

分類 項目 配点 評価点

（× 0.4 ）

５．総合評価

67.2 評価ランク

６．事業執行（管理運営）に対する全体的な評価

７．来年度の事業執行（管理運営）に対する指導事項等

適
正
な
業
務
実
施

安全な利用に支障をきたすことのないよう、施設・設備の保守点検や整備等を
適切に実施しているか

6
4

4.8業務日誌・点検記録・修繕履歴等が適切に整備・保管されているか。

施設内及び外構の清掃が適切に行われ、清潔な美観と快適に利用できる環境
を維持しているか

施設内及び敷地内の警備が適切に行われ、事件・事故・犯罪等の未然防止に
役立っているか

6
4

4.8外構の植栽を適切に管理（草刈、剪定、害虫駆除等）しているか

設備・備品の整備や整頓、利用者が使用する消耗品等の補充が適切に行われ
ているか

（評価の理由）
・開館から40年以上経過して設備の老朽化や汚損が発生しやすい状態となっているが、適切かつ迅速に修繕や清掃を施し、快適な状態を保
ち続けていることは非常に評価が高い。
・業務日誌等も適切に整備・保管されている。
・外構についても毎日清掃しており、植栽管理や側溝清掃も定期的に実施して、良好な施設環境を維持している。
・備品類も定期的に保守点検を実施して安全に使用している。
・基本的な日常業務を篤実に継続することにより、円滑な館運営を可能にしていることを評価したい。

着眼点 評価段階

そ
の
他
加
点

(26)市の政策課題への取
組
【事業報告書6(5）】

川崎市スポーツ推進計画やかわさきパラムーブメント推進ビジョンに基づく取組
の推進、及び地域包括ケアシステムの構築に向けた自助・互助の取組の推進 5

2
2

（評価の理由）
・武道指導員連絡協議会で障害者を対象とした武道教室の開催について２回検討し、合気道やなぎなたの指導者より前向きな意見を得ること
ができた。

評価点合計 C

・地域における武道の活動拠点として安定した管理運営を行っており、武道を通じた心身の健康維持・増進に寄与している。
・武道指導員連絡協議会と連携して、熟練の指導者による本格的な指導を受けられる機会を提供している。
・利用料金改定に伴い個人利用者数の減が見込まれたが、平成28年度と比較して1,372人増（対前年比＋4.8％　内訳：武道利用者＋
660人、ヨガ・ピラティス等＋712人等）と伸びている。
・ヨガ・ピラティスや親子体操教室を開催し、館の有効活用を図っている。また、合気道による護身術、なぎなたによる健康セミナーの開
催など、これまで武道に縁のなかった方々にも武道の魅力に触れていただけるような取り組みを実施している。
・季節ごとに日本の伝統的なイベントを開催したほか、かるた大会や武道演武会の開催を通じて、地域に文化や武道の魅力を紹介する
取り組みを実施している。
・接遇研修や運動指導研修のほか、救急救命研修等も徹底して実施されており、職員に対する明るく信頼感のあるイメージが、リピー
ターの定着化に大きく貢献していると考えられる。
・古くなった施設・設備の維持管理を適切に行い、利用者が安全かつ快適に武道を楽しめる環境を提供している。

・利用者の安全を最優先に考え、危険な要因を未然に発見して対応するよう努めること。
・今後も公の施設としての理念を踏まえつつ、武道にとどまらず施設の特性を活かした様々な企画にチャレンジし、地域のスポーツ活動
の拠点として、誰もが気軽に運動を楽しめる館運営を継続すること。
・武道教室の実施方法や対象者を具体的に検討し、それに合わせた広報の在り方や実施する時間帯等を考慮すること。
・区内の公立学校における武道の取組状況を調査するなどして、地域の武道に対するニーズを把握してそれに合わせた事業を展開す
ること。
・利用率の少ない枠を有効に活用するため、新規の教室事業やスポーツセンター事業で武道館に移管が可能なものなどを検討するこ
と。
・障害のある方が気軽に参加できる、イベントや教室の検討を行うこと。


